
募集結果掲載様式

案件名

案件及び関連資料

意見募集期間 令和２年１月 24 日（金曜日）～令和２年２月 12 日（水曜日）

意見をいただいた人数 ２人 受付した意見等の件数 ８件

対象
ページ

意見等 意見等に関する考え方
意見と踏まえた
案の修正の有無

35～45 子育て家庭への支援として一時
預かり事業（０～６歳）を「一
時保育」と変更し、「保育理由
は問わないが」か、「やむを得
ない事由だけでなく私的な理由
であっても可」にして多くの母
親が利用できるようにする。

本市では、公立１か所、私立
１か所の保育所（園）、公立幼
稚園５園で「一時預かり事業」
を実施しています。保育所
（園）においては、冠婚葬祭や
保護者の入院、育児疲れなど、
就労以外の私的理由で利用でき
ます。
また、公立幼稚園 5 園におい

ては、保護者の疾病、入院、家
族の介護・看護又は、兄姉の学
校行事への出席等の理由で利用
できます。今後、利用者のニー
ズに応じた事業が実施できるよ
う充実に努めていきます。

保育所（園）で
実施している一
時 預 か り 事 業
は、児童福祉法
及び子ども・子
育て支援法に規
定されている事
業名称であり、
私的な理由での
利用も可能な事
業であるため本
計画の修正は考
えて お り ま せ
ん。

35～45 ０～３歳（４歳の誕生日の前日
まで）の乳幼児とその保護者が
利用できる常設の子育て広場
（室内）の開設を要望します。

本市では、子育て支援センタ
ーを平成 19 年度に設置し、子
育て中の親子が利用できる広場
として「つどいの広場」を週３
回・「年齢別つどい（０・１・
２歳児）」を毎月１回実施して
います。
て支援事業計画 P12 ２．地
域における主な子ども・子育て

ご意見の内容等
については、す
でに今期の計画
に盛り込んでい
るため、本計画
の修正は考えて
おりません。



支援事業の状況に実績を掲載）

画 第７章 施策の展開 №１
３「子育て支援拠点事業の充
実」を目指し、令和２年度より
「つどいの広場」の回数を増や
し、今後も更に充実していきた
いと考えています。

― ユニセフの「子ども権利条約」
を周知し、大人も子どもも共通
意識を得る。

子ども・子育て支援の施策を展
開するに当たり、子どもの権利
条約は重要な関係にあると認識
しています。

さまざまな事業
を通じて、子ど
もの権利を守る
ことの重要性を
周知していきた
いと思います。

43～44 No.52、56、57 に対して、子ど
もは農薬や遺伝子組み換え食品
に対する感受性が高いので、地
産地消のオーガニック給食を実
施（千葉県いずみ市が実施中。
県内では「奈良の学校給食を考
える会」が実施に向けて取り組
み中）。エディブル・スクール
ヤードで食べ物を知る。

本市では、米や野菜の栽培、収
穫体験など地域の食にふれる機
会があり、子どもの頃から体験
を通じて食に関する知識、食べ
物の大切さなどを伝えていま
す。
また、安心・安全を第一とし

て学校給食の提供を行っていま
す。市内の生産者の協力を得な
がら地産地消を推進し、地域の
新鮮な野菜に触れ食育推進につ
ながるよう学校等関係各所と連
携した活動により一層推進に努
めてまいります。

計画に基づき、
運用しているた
め、本計画の修
正は考えており
ません。

46～47 No.71、72、73、74、75、78、
79、80、81、82 に対して、「パ
ーマカルチャー」を実施（静岡
県の菊川西中で実施中）。ユネ
スコスクールになる（県内では
奈良市が実施中）。

マカルチャー」の取り組みに関
しては、現在実施しておりませ
ん。

計画書には、掲
載 い た し ま せ
ん。

46～47
55

No.68、75、78、79、135 に対
して、子ども会議で決める。 体とした子どもによる会議等は

本計画における
掲載は考えてお



（例：奈良市子ども会議） 実施しておりません。
学校施設の改修の際には、必

要に応じて子どもにアンケート
をとるなどして意見を取り入れ
る機会もあり、施策が良きもの
となるよう取り組んでいます。

りません。

54 No.124 に対して、原子力発電
所は事故になって際の予備知識
を冊子で提供したり、安定ヨウ
素剤の事前配布（例：兵庫県丹
波篠山市）、非常食はアレルギ
ー対応ができるように蓄積。

生活の安全のため（主に防犯に
ついて）に活動させていただい
ております。今回のご意見は、
本活動の趣旨とに相違があると
認識しています。
非常食に関しては、アレルギー
に対応するものも備蓄しており
ます。

本計画における
掲載は考えてお
りません。

― 全てに対して、文字はユニバー

サルデザインのフォントで作

成。化学物質過敏症の方に配慮

できるように「香害の自粛」を

公共の施設に提示。給食に関わ

る全ての段階で柔軟剤（特に給

食に混入してしまうマイクロカ

プセル系には注意）の自粛を周

知（ジャパンマシニスト社のウ

ェブサイトや本に詳細有）

本計画を印刷（計画書、計画書
概要版）する際には、わかりや
すい図書となるよう工夫を図り
ます。
なお、計画書印刷の際はユニバ
ーサルフォントを使用する方向
で検討させていただきます

「香害の自粛」
については、今
後の検討や計画
見直しの際に参
考とさせていた
だきます。


